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第Ⅳ部 平成２３年度活動報告および関連資料 
ⅰ．平成２３年度活動報告 
 
Ⅳ－ⅰ－１．事業推進の「仕組み」の整備  
（１） 男女共同参画に関する行動計画の制定 
 
制定の経緯 
 男女共同参画室では，本学における男女共同参画の一層の推進のために，本学独自の男

女共同参画推進の基本となる理念を分かりやすいかたちで構成員に示すことを企図した。

国立大学協会による第６回調査によれば，男女共同参画を推進するために指針（規則・規

定）を制定している国立大学は当時 45.3％に上っており，何らかの形で指針や理念などを

制定することはきわめて有用であると認識された。他大学における男女共同参画に関する

宣言文，理念，基本方針，行動計画なども調査し，平成 22 年 10 月の室会議において岡山

大学における基本理念および基本方針の制定を提案することを決定した。 
この決定に基づき，基本理念（案）および基本方針（案）を作成し，11 月の室会議で一

部修正の上，作成の経過および作成案をダイバーシティ推進本部長に報告した。本案は次

世代育成支援室にも付議され，基本理念（修正案）および基本方針（修正案）について検

討が進められると共に，これらの基本理念および基本方針を含む行動計画の作成に着手し

た。男女共同参画室では，12 月および 1 月の室会議で基本理念（修正 2 案），基本方針（修

正 2 案）および新たに作成した行動計画（案）について審議し，提案準備を整えた。 
平成 23 年 2 月に開催されたダイバーシティ推進本部運営会議において，これら全てを含

む岡山大学男女共同参画基本計画（案）が審議された。一部修正の上，修正案は役員政策

会議（2 月 14 日開催）で承認され，部局連絡会（2 月 16 日開催）を通して部局からの意見

が求められた。 
集約された部局からの意見は以下の 5 点であった。 
・具体的な数値目標の設定について 
・「10 年後には自然科学系女性教員の割合を 20％とすることを目指す」ことについて 
・能力・業績を評価基準とした公平な人事選考が行われないとの恐れについて 
・女性教員の積極的登用の対象について 
・裾野拡大の取組について 
これらの意見に対し，ダイバーシティ推進本部により逐一回答がなされた。 
以上の経過を経て，岡山大学男女共同参画推進基本計画（案）は，教育研究評議会（3 月

16 日開催），役員会（3 月 30 日開催）において承認され，「岡山大学男女共同参画推進基本

計画」が制定された。本基本計画を基に，本学における男女共同参画の推進が一層スピー

ドアップされることとなった。 
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男女共同参画に関する行動計画（1/4pg） 
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男女共同参画に関する行動計画（2/4pg） 
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男女共同参画に関する行動計画（3/4pg） 
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男女共同参画に関する行動計画（4/4pg） 
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Ⅳ－ⅰ－１（２） 公募文書へのポジティブ・アクションの明記 
 大学として女性の応募や採用に対する積極的態度，および公平な教員選考が行われてい

ることを積極的にアピールする必要性があり，公募文書にポジティブ・アクションの姿勢

を明記することは，女性教員の一層の増大を計るためには有用な手段の一つと考えられる。 
 平成 22 年 12 月の室会議でポジティブ・アクションに関する文言が本学の教員公募要項

に記載されることが望ましいことを討議した。討議結果は，ダイバーシティ推進本部運営

会議に提案され，会議では，種々の観点から審議された。改めて，平成 20 年 12 月のダイ

バーシティ推進本部運営会議において既に審議され，決定された以下の文言を採用するこ

ととなった。 
 これらの経過を経て，平成 23 年 6 月 13 日付でダイバーシティ推進本部長より各部局長

に宛てた文書（岡山大学男女共同参画推進基本計画等の制定について（通知））にて以下の

ようなお願いがなされた。 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
各部局において教員を公募する際には，下記文面を原則として入れていただき，男女共同

参画の推進を積極的にアピールしていただきますようお願いいたします。 
 
 
                                      記 
 
      「岡山大学では，男女共同参画を推進し，女性教員をサポートしています。 
    女性の積極的な応募を歓迎します。」 
 
                   
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
Ⅳ－ⅰ－１ 
（３）第三者による評価の実施 
１）趣旨 
「学都・岡大発 女性研究者が育つ進化プラン」事業最終年度にあたり，事業の実施状況

を客観的に評価していただき，事業目的の達成状況を把握して今後の課題を明らかにする

ことに役立てるため，第三者評価を実施することとなった。 
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２）概要 
第三者評価実施要項（2/11pg） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三者評価実施要項（1/11pg） 
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第三者評価実施要項（4/11pg） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三者評価実施要項（3/11pg） 
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第三者評価実施要項（6/11pg） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三者評価実施要項（5/11pg） 
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第三者評価実施要項（8/11pg） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三者評価実施要項（7/11pg） 
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第三者評価実施要項（10/11pg） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三者評価実施要項（9/11pg） 
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第三者評価実施要項（11/11pg） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３）中間評価実施報告 
第三者評価の実施にあたっては，他の女性研究者研究活動支援事業実施大学における外

部評価を始めとする第三者評価を参考にして，第三者評価実施要領および実施手順を定め

た。平成 23 年 5 月の男女共同参画室会議にて，第三者評価の実施が審議・決定された後，

以下の 4 名に対して評価委員となることを委嘱した。 
 
＜学外＞ 
九州大学 理事（国際・男女共同参画担当） 倉地 幸徳 
京都大学大学院農学研究科 教授  間藤 徹 
＜学内＞ 
異分野融合先端研究コア 特任教授  宇根山 健治 
資源植物科学研究所 教授   山本 洋子 

 
 中間評価は，平成 23 年 8 月－9 月に書類により実施した。中間評価に対しては，男女共

同参画室で内容を検討し，回答を 11 月に行った。また，平成 24 年 3 月には書類および会

議により最終評価を実施する予定である。 
 


